
水戸税務署では新型コロナウイルス感染症対策として、還付申告の方の相談のみ、先行で 1月

18 日(月)から受け付けします。

会場の混雑緩和のため、入場にあたって｢入場整理券｣を配布します(当日配布またはオンライ

ン事前発行）。入場整理券の配付状況によっては、後日の来場をお願いすることもあります。

【先行受付】還付申告の方の申告相談のみ

日時 1 月 18 日（月）～2月 15 日（月）（土日祝除く）

場所 水戸税務署(水戸市北見町 1-17）

※還付申告の方のみ受け付けします。

※｢入場整理券｣は当日、会場で配付されます。

※1月 25 日（月）以降の｢入場整理券｣は当日、会場で配付されるほか、オンラインで事前に取得

することも可能です。

【通常受付】

日時 2 月 16 日（火）～3月 15 日（月）（土日祝除く。ただし 2月 21 日(日)･28 日(日)は開場）

場所 中央ビル(水戸市泉町 2-3-2）

※当日配付またはオンライン事前発行の｢入場整理券｣が必要です。

・時期によって、会場や入場整理券の配付方法が変わりますのでご注意ください。

・入場整理券の配付方法(オンライン事前発行)については、国税庁ホームページをご覧いただき、

水戸税務署へお問い合わせください。

問 水戸税務署 ℡ 029-231-4211

⑤ 確定申告の還付申告の先行受け付けを始めます

空家に関するさまざまな困りごとについて、専門家による無料相談会を開催します。

日時 2 月 27 日（土）午後 1時～4時

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6）

内容 弁護士、司法書士、宅地建物取引士が空家の相続、売却、賃貸、管理等に関して相談に応じます。

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者(管理者）

※業として管理する方は対象外

定員 6 組(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 予約票を窓口に直接持参または、郵送、FAX、メールでお申し込みください。予約票は窓口

で配布するほか、ホームページ(｢空家相談会｣で検索)からもダウンロードできます。

※予約票に空家の写真や建築関係書類等を添付していただくと、相談がスムーズです。

申込期限 2 月 5 日（金）

申・問 都市計画課(内線 534） FAX 0296-77-5009 メール akiya@city.kasama.lg.jp

⑥ 空家等無料相談会を開催します
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新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
厚生労働省 ℡ 0120-565653 9 時～21 時(土日・祝日も実施）
茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 8 時 30 分～22 時(土日・祝日も実施）
中央(旧水戸)保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時(平日のみ）


